
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全会一致で調査報告書を可決 

キーワード 

除斥 

議会における審議の公正を期すため、議題に

なった案件と一定の利害関係にある議員を、そ

の審議に参加できないようにすること。その審

議が終結すれば再度入場できる。 

今回は当事者である小林守利氏と新井元市長

の息子である新井金作氏が利害関係にあるとし

て対象となった。 

データでみる 

議会側の再発防止策 

・議員の親族が役員をしている企業並びに実質的 

に経営に携わる企業は、市との工事請負契約等 

を辞退し、市民に疑惑の念を生じさせないよう 

にする議員政治倫理条例を制定すること 
 

・議員が職員に対し要望等を行う際の規律を定め 

る議員政治倫理条例を制定すること 

・議員は市の人事に関与しないこと 
 
・コンプライアンス意識の徹底を図ることを目的 

とした、政治倫理に関する研修会を定期的に開 

催すること 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活
動
報
告 

3者への告発の理由は Point 

告発を行った理由 

 

被告発者 内容 理由 

新井弘治氏 

（元市長） 
偽証 

①平成 30 年 9 月 18 日に畠山市長に架電した件について、電話したことは 
ないと証言したが、畠山市長の携帯電話に履歴と留守録が残されていた。 

 
②工事について、一切連絡がなかったと証言したが、施工業者である美創  
建業社長は挨拶や看板の設置、チラシの配布を行ったと証言している。 

小林守利氏 

（市議会議員） 
偽証 

ブロック塀の積み増し分の工事代金を美創建業が新井氏に対して請求し  
たと証言し、請求書と領収書を提出したが、請求書の日付が「令和１年 
３月３０日」、領収書の日付が「Ｒ１年４月１６日」と記載されており、 
元号と日付が一致しないもので委員会として捏造と認定した。 

畠山稔氏 

（市長） 
証言拒絶 

新井元市長、小林議員と 3 者で行った会食について、会食場所と支払いを 
行った者は誰であるについて証言を拒絶した。 

 

百条委員会での証人尋問 


